
公 表 資 料 

 

平成２８年９月２０日 

内 閣 官 房 

防 衛 省 

 

自衛隊法第６５条の１１第６項の規定に基づく自衛隊員の再就職 

状況の公表について 

 

 自衛隊員のうち管理職隊員（特別の機関、地方支分部局等を含む本省企画官

相当職以上※）であった者の再就職状況については、自衛隊法（昭和 29年法律

第 165号）第 65条の 11第６項の規定に基づき、内閣が毎年度公表することと

されています。 

 今般、平成 27年度分（昨年 10月１日から本年３月 31日までの間における再

就職の状況）について取りまとめたので、本日の閣議において、これを公表す

ることとなりました。その内容は、別紙１及び別紙２のとおりです。 

 

※ 自 衛 官：１等陸佐、１等海佐又は１等空佐以上（ただし、自衛官俸
給表の１等陸佐、１等海佐及び１等空佐の（三）欄に定め
る額の俸給の支給を受ける者にあっては、俸給の特別調整
額がⅡ種以上とされる官職に就いていた者に限る。） 

事務官等：行政職（一）７級以上の者又はこれに相当する者（ただし、
行政職（一）７級及びこれに相当する者にあっては、俸給
の特別調整額がⅡ種以上とされる官職に就いていた者に限
る。） 

 

〔概要〕 

 平成 27年度分の合計は、136件。再就職先の区分ごとにみると、多い順に

営利法人が 86件（63.2％）、その他の非営利法人が 21件（15.4％）、学校・

医療法人が 16 件（11.8％）、その他（国又は地方公共団体の機関等）が 13

件（9.6％）となっています。 

 

 

【連絡先】 

  防衛省人事教育局人事計画・補任課再就職等監視室 

電話：０３－３２６０－０８１２（直通） 

http://www.mod.go.jp/j/proceed/saishushoku/kohyo.html
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（注）学校法人等には、医療法人、社会福祉法人及び宗教法人を含む。
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（注）学校法人等には、医療法人、社会福祉法人及び宗教法人を含む。

【自衛隊法第65条の11第４項の規定に基づく届出】

【自衛隊法第65条の11第３項の規定に基づく届出】
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（注）学校法人等には、医療法人、社会福祉法人及び宗教法人を含む。

【自衛隊法第65条の11第１項規定に基づく届出】
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自衛隊法第65条の11第６項の規定に基づく自衛隊員の再就職状況の公表（総括表）　

（平成27年10月１日～平成28年3月31日分）
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その他

（注）学校法人等には、医療法人、社会福祉法人及び宗教法人を含む。

営利
法人

国又は地
方公共団
体の機関

特殊
法人

認可
法人

再就職先   
区分 

 府省等名 
府省等名 

別紙１ 

再就職先   
区分 

 府省等名 
府省等名 

再就職先   
区分 

 府省等名 
府省等名 

再就職先   
区分 

 府省等名 
府省等名 


